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横浜市立大学学術研究会会則

（名称）
第１条　この会は、横浜市立大学学術研究会（以下「本会」という）と称す

る。
（目的）

第２条　本会は、会員の研究支援ならびにその成果の発表にかかる事業を行
うことにより横浜市立大学における研究の発展充実をはかることを目的
とする。
（会員）　

第３条　本会は、次の会員をもって構成する。
(1)　正会員　　横浜市立大学に在籍する専任教員（学術院医学群所属の

教員を除く）
(2)　学生会員　横浜市立大学に在籍する学生（医学部２年次生以上及び

医学研究科学生、研究生、科目等履修生を除く）　
(3)　賛助会員 本会の事業を賛助する者
（会員資格の停止、除名）

第４条　会員が次のいずれかの行為をした場合、運営委員会の議決により、
会員資格を停止することができる。
(1)　会則および細則に違反したとき
(2)　本会または本会の他の会員に著しい損害を与えたとき
(3)　公序良俗に反する行為をしたとき
(4)　研究者倫理に反する行為をしたとき
(5)　その他、会員資格の停止に相応する行為をしたとき

２　前項に示す行為がとくに悪質であり、本会の名誉が著しく傷つけられた
場合、運営委員会の発議により、総会において、当該会員を除名するこ
とができる。ただし、除名の対象となる会員には、総会の前に弁明の機
会が与えられなければならない。

（事業の内容）
第５条　本会は、第２条に定める目的を達成する為、次の事業を行う。
(1)　会員の研究成果を発表する出版物・定期刊行物の発行
(2)　研究発表会の開催又は開催支援　
(3)　その他、目的達成に必要と認められる事項



（事務所）
第６条　本会の事務所を、横浜市立大学内に置く。
（役員）

第７条　本会に次の役員を置く。
(1)　会長　学長
(2)　運営委員長　１名
(3)　副委員長　１名
(4)　会計委員　１名
(5)　編集委員　７名程度（内訳は第１２条第３項の内規による）
(6)　運営委員　15名程度（内訳は第８条第７項の内規による）
(7)　会計監査委員　１名　　　　　　
（役員の選出）

第８条　運営委員長は、運営委員の中から互選により選出する。
２　副委員長は、運営委員長以外の運営委員の中から互選により選出する。
３　会計委員は、運営委員長以外の運営委員の中から互選により選出する。
４　編集委員は、原則として運営委員長以外の運営委員の中から互選により

選出する。
５　運営委員は、正会員の中から選出する。
６　会計監査委員は、正会員の中から総会で選出された者とする。
７　運営委員の選出方法は、別途内規に定める。
（役員の任期）

第９条　運営委員、会計監査委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただ
し、欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。

２　編集委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場
合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。

（役員の任務）
第１０条　役員の任務は、次のとおりとする。
(1)　会長は、本会を代表する。
(2)　運営委員長は、運営委員会を統括し、本会の業務を総理する。
(3)　副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長の職務執行に支障が
あるときには、その職務を代行する。
(4)　運営委員は、運営委員会に所属し、本会の事務事業の執行を行う。
(5)　会計委員は、本会の会計を処理する。



(6)　会計監査委員は、本会の業務および会計を監査する。
(7)　編集委員は、本会の刊行物の編集業務を行う。
（書記）

第１１条　本会の事務を処理するために書記をおくことができる。
２　書記は、運営委員会の議を経て運営委員長が委嘱する。
（会議）

第１２条　本会の会議は、総会、運営委員会及び編集委員会とする。
２　総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。
３　編集委員会の位置づけ、構成、業務内容については、別途内規に定める。

（総会）
第１３条　総会は、運営委員長が招集し、正会員の半数以上の出席により年

１回開催する。ただし、出席できない場合は、委任状をもってこれに代
えることができる。

２　総会は、次の事項について審議する。
(1)　事業報告に関する事項
(2)　事業計画に関する事項
(3)　予算の作成及び決算に関する事項
(4)　役員の選任に関する事項
(5)　会則、細則及び規程の制定・改廃に関する事項
(6)　その他、本会の運営に関する重要事項

３　運営委員長は、必要と認めるとき臨時総会を開催することができる。
４　総会の議決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長

が決定する。
（運営委員会）

第１４条　本会に運営委員会を置く。
２  運営委員会は、総会の決定に基づき次の業務を行う。

(1)　事業計画に基づく、事業の執行に関すること
(2)　予算の執行に関すること
(3)　事業報告及び事業計画書の作成に関すること
(4)　予算案の作成に関すること
(5)　総会の議案書の作成に関すること
(6)　内規の制定・改廃に関する事項

３　運営委員会は、予算及び事業の執行状況について総会に報告するものと



する。
４　運営委員会が第２項の業務を行うにあたり、運営委員長は、運営委員会

議を開催し協議するものとする。
５  運営委員会議の議長は、運営委員長をもって充てる。運営委員長が出席

できない場合、副委員長をもって充てる。副委員長も出席できない場合、
当該会議の出席者の中から互選により議長を選任する。

６　運営委員会議は、運営委員の半数以上の出席で成立する。但し、出席で
きない場合は、委任状をもってこれに代えることができる。

７　運営委員会議の議決は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合
は議長が決定する。

８　運営委員会議が開催されるキャンパスと所属が異なる運営委員は、会議
出席のための交通費を請求することができる。請求の内容および方法は
別途内規に定める。

（臨時雇用職員）
第１５条　運営委員会の事務を処理するために臨時雇用職員を置くことがで

きる。
２　臨時雇用職員は、運営委員長が委嘱する。
３　臨時雇用職員に関し必要な事項は、別途定める。
（外部会計監査委員）

第１６条　本会に外部会計監査委員を１名置くことができる。
２　外部会計監査委員は、外部の公認会計士または税理士の中から運営委員

会の議を経て運営委員長が委嘱する。
３　外部会計監査委員は、会計監査委員と協同し、本会の業務および会計を

監査する。
４  外部会計監査委員の任期は２年とし、再任を妨げない。
５  その他外部会計監査委員について必要な事項は、運営委員会の議を経て

運営委員長が定める。
（会計）

第１７条　本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあて
る。
（会費）

第１８条　本会の会員は、別途定められる細則に従って会費を納付しなけれ
ばならない。



２　既納の会費はこれを返還しない。
（会計事務）

第１９条　本会の会計事務は、運営委員長が統括する。
２　運営委員長は、会計に関する帳簿及び伝票により、所要の事項を整然か

つ明瞭に記録保存する。
３　帳簿等、会計事務に必要な手続及び様式については、別途定める。
（会計年度）
第２０条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終

わる。　　　　　　　　 
（会則改正）
第２１条　この会則の改正は、総会で行う。ただし、改正を議決するには､

出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。　

付則
本会則は、平成23年４月１日から施行する。

付則
平成26年５月22日、第６条一部改正、第13条一部追加
本会則は平成26年５月22日から施行する。

付則
平成27年５月28日、第６条、第７条、第９条、第13条第５項一部追加
本会則は平成27年５月28日から施行する。

付則
平成30年６月28日、第４条追加、第７条、第８条、第９条、第１０条一
部追加
本会則は平成30年６月28日から施行する。



『横浜市立大学論叢』規定

第１条　横浜市立大学学術研究会（以下「本会」という）会則第２条の目的
を達成するため、同第４条第２項の規定に基づき、会員の研究成果
（以下「論文」という）発表のための定期刊行物を刊行する。

２　本規定に基づく定期刊行物の名称を『横浜市立大学論叢』（以下、
『論叢』という）とする。

第２条　『論叢』に投稿する論文の種別は原則として、論説、研究ノート、
資料（史料）紹介、調査報告・実践報告、解説、翻訳・翻刻、講演
録、書評文、研究動向とする。

２　前項以外の種別の投稿を希望する場合、著者は編集委員会に予め相
談することとする。

第３条　『論叢』に投稿する論文は未公刊であるものに限る。
２　また、他誌（学会誌、紀要、商業雑誌等）に投稿中の原稿と同一ま

たは著しく重複する内容の論文を投稿してはならない。
第４条　『論叢』に投稿する者は、以下のいずれかの資格を満たしているも

のとする。
（イ）本会の正会員。
（ロ）本会の正会員と共著で論文を執筆し、かつ入稿時に学生会員

である者。ただしこの場合、当該論文の第一執筆者は正会員
であることを要件とする。

（ハ）本会の賛助会員のうち、名誉教授（元正会員）、入稿時に本学
においてPEインストラクター／非常勤講師／共同研究員／客
員研究員の資格を有している者。

（ニ）本会の運営委員会が学位および社会的通念に照らして学術研
究活動に従事していると認め、かつ入稿時に本会の賛助会員
である者。

２　前項（ハ）および（ニ）に該当する者が投稿する場合には、正会員
により当該投稿論文の原稿が確認された上で、推薦を得ることを要
件とする。　

（２）前項（ハ）に該当する者のうち、PEインストラクターが投稿
を希望する場合、英語科目を担当する正会員の推薦を得るこ
とを要件とする。

（３）前項（ハ）に該当する者のうち、非常勤講師／共同研究員／
客員研究員が投稿を希望する場合には、招聘の窓口となった
正会員の推薦を得ることを要件とする。



（４）窓口教員がいない場合、その他の場合には、編集委員会が推
薦者を紹介する。

（５）編集委員会が特別に認める場合には、本項の推薦は必要とし
ない。

３　編集委員会が特別に認める場合には、本条１項の資格は必要としな
い

第５条　2015年5月28日以降入稿し、『論叢』に掲載した論文についての著
作権は、本会に帰属するものとする。

２　前項の規定は、『論叢』に掲載した論文を複製、公衆送信すること
によって、本会の定期刊行物に掲載された学術情報を活用すること
を目的とするものであって、論文の著者による再利用、経済的報酬
の享受を妨げるものではない。

（２）本会は譲渡された著作権に関して、この目的を逸脱して濫用
しないよう細心の注意を払うものとする。この目的を超えて
本会が譲渡された著作権を濫用した場合、著者は書面によっ
て、本会に対し再検討を求めることが出来る。

３　第２項の趣旨に基づき、『論叢』に掲載した論文を他媒体で再掲、
再利用、あるいは翻訳、または翻訳を許諾することを希望する場合、
書面による著者の要望があった場合、本会は原則としてこれを認め
るものとする。

（２）ただし、著者は再掲先、再利用先、翻訳先となる媒体におい
て、『論叢』掲載論文であることを明記しなければならない。
また、翻訳を許諾する場合はこれを要件とするものとする。

（３）再掲、再利用、翻訳、翻訳許諾の際に生じる原稿料その他の
報酬は著者に属するものとする。

（４）再掲先、再利用先、翻訳先となる媒体が公序良俗に反するな
ど特段の事情を運営委員会が認めた場合には、本会は第３項
の措置を差し止める権利を留保する。

４　本規定の施行日よりも前に入稿した論文について、その著者は、著
作権を本会に譲渡しない権利を留保するものとする。

５　本条第５項に基づいて著作権を本会に譲渡しない場合、著者は、自
らの論文のうち特定のもの、あるいはその全てについて、著作権を
本会に譲渡しない旨を通告することによって譲渡を拒否できる。

６　電子媒体その他によって『論叢』が公開された後も、本条第５項お
よび第６項に基づいて著作権の譲渡を拒否する者は、その権利を留
保しているものとする。その場合、著者は書面をもって、電子媒体



その他による自らの論文の公開を差し止めるよう要求し、その要求
に本会は応じるものとする。

７　本条第６項の規定は、著者が再び自らの論文を電子媒体その他によ
って公開することを認め、あるいは著作権を本会に譲渡することを
妨げない。

第６条　『論叢』は「社会科学系列」「人文科学系列」「自然科学系列」とす
る。

２　各系列は年度ごとに、３号からなる１巻を刊行する。ただし、複数
の号を併せた合併号を、１巻を超えない範囲で刊行することができ
る。さらに、運営委員会の議決によって、３号を超えて特別増刊号
を刊行することができる。

３　前項は、各系列の研究の実情に合わせて、それぞれの系列の具体的
な刊行物の形態を、運営委員会の議決による補則によって修正する
ことを妨げない。

第７条　『論叢』への投稿に際しては、著者は完成原稿を締め切り日までに
入稿するものとする。

２　編集委員会が論文として不適当であると判断した場合、当該論文を
受理しない。

３　校正刷りの段階での、原稿の不備に起因する大幅な修正によって印
刷、製本に関わる追加費用が発生した場合、その費用は著者が負担
するものとする。

４　刊行の費用節減のため、著者はワード・プロセッサー等を用いて必
要な電子ファイルを作成し、電子ファイルとその出力原稿を入稿す
るものとする。

５　具体的な入稿方法、書式等に関しては、別に執筆要領細目によって
定める。

第８条　著者は、差別用語や反社会的な用語、結果公開に際しての個人情報
の保護、知的財産権の保護について、責任を持つものとする。ただ
し、差別用語や反社会的な用語については、それらの使用を全面的
に禁止するものではなく、研究者としての社会的責任を踏まえ、必
要な配慮をする義務を著者が果たすという趣旨である。

２　個人情報については、フィールドワーク等によって得られた社会的
弱者等についての情報、その個人情報が一般に公開されることによ
って不利益を被ることが危惧される協力者の情報について、特に配
慮するものとする。

３　知的所有権については、他人の著作等はもちろんのこと、研究資金



提供者等の権利に留意するとともに、複製技術の急速な進歩によっ
て急変している法的、社会的な認識に、研究者の社会的責任を踏ま
えて留意するものとする。知的所有権に関する問題は、著者が自ら
の責任において対処するものとする。本会は知的所有権に関する金
銭的その他の責任を負わない。

第９条　投稿中ないし既刊の『論叢』に掲載された論文につき、編集委員会
および運営委員会の議を経て、剽窃その他不正行為、研究者倫理に
反する行為および本規定違反が認定された場合、本会は以下の処置
を取る。

（イ）当該論文の不掲載、または掲載取消。
（ロ）当該論文の著者全員に対し、上記行為が認定された日より最

長で１年間の投稿禁止。
（ハ）当該論文以外に投稿中の論文のある場合、その差戻。
（ニ）不正行為等の事実および上記措置につき、『論叢』誌面および

本会ホームページ等での公示。
２　ただし前項の行為・違反の認定に際し、当該論文の著者に弁明の機

会が与えられなければならない。
第１０条　その他、本規定に定めのない事項の取扱いについては、運営委員

会の発議により、総会において検討および決定するものとする。

付則
本規定は2015年5月28日から施行する。

付則
本規定は2018年6月28日から施行する。



公　示

横浜市立大学学術研究会平成30年度総会（平成30年6月28日開催）にて、

下記の論文の掲載取り消しおよび本学リポジトリでの公開中止が全会一致で

可決されましたので、お知らせいたします。

寺前秀一「概念「「楽しみ」のための旅」と字句「観光」の遭遇: ハイフ

ン・ツーリズムの氾濫批判を兼ねて」『横浜市立大学論叢社会科学系列』第

68巻第1号，147 -196，2016年12月




